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【 Ⅰ 】  令 和 元 年 （ 2019 年） に 意 匠 法 が 改 正 さ れ、 建 築 物・ 内 装 の 意 匠 が 保 護 対 

象 に 加 わ り ま し た。   

   こ の 書 ⾯ は、 令 和 元 年 の 意 匠 法 改 正 を 簡 単 に ま と め た も の で す。   

  令 和 元 年 の 意 匠 法 改 正 は 多 岐 に わ た り ま す が、 主 な 改 正 点 は、 以 下 の 通 り で す。   
① 保 護 対 象 の 拡 ⼤ （建 築 物 の 外 観・ 内 装 デ ザ イ ン、 画 像 デ ザ イ ン の 保 護）、   
② 関 連 意 匠 制 度 の 拡 充 （基 礎 意 匠 出 願 か ら 10 年 間 は 関 連 意 匠 出 願 OK 、 関 連 意 匠 の 連 鎖 OK 
）、   
③ 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 変 更 （出 願 ⽇ か ら 25 年）。   
  特 に、  物 品 性 の な い 意 匠 に ま で 保 護 対 象 を 拡 ⼤  し た 点 は、 ⼤ き な 改 正 点 で す。   
  保 護 対 象 は 今 ま で 物 品 の デ ザ イ ン に 限 定 さ れ て い ま し た が、 今 後 は、 コ ン ビ ニ、 喫 茶 
店、 レ ス ト ラ ン、 美 容 サ ロ ン な ど の 店 舗 等 建 築 物 の 外 装 や 内 装 に つ い て も 保 護 対 象 と な り 
ま す。 ま た、 機 器 の 操 作 画 像 や 表 ⽰ 画 像 の デ ザ イ ン に 関 し て も 保 護 対 象 と な り ま す。   
  保 護 対 象 を 拡 げ た こ と は、 実 務 上、 企 業 の デ ザ イ ン 戦 略 に ⼤ き な 影 響 を 及 ぼ す も の と 思 
わ れ ま す。   
（  令 和 元 年 の 改 正 法 は 主 に  2020 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 施 ⾏ 。 但 し、 後 述 の 「複 数 意 匠 ⼀ 括 出 願 の 導  
⼊」、 「物 品 区 分 の 扱 い の ⾒ 直 し」、 「⼿ 続 救 済 規 定 の 拡 充 の た め の 規 定」 に つ い て は、 2021 
年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 施 ⾏。）   

  
【 Ⅱ 】 改 正 の 内 容   
（ 1 ） 保 護 対 象 の 拡 充 （ 2020  年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏ ）   
○   こ れ ま で 意 匠 法 の 保 護 対 象 は 有 体 物 た る 動 産 で あ る  「物 品」  の 形 状 等 に 限 ら れ、 不 動 
産 や 固 体 以 外 の 「物 品」 で な い も の は 保 護 さ れ ま せ ん で し た が、 令 和 元 年 の 改 正 に よ り 保 
護 対 象 を 拡 充 し、  物 品 の 形 状 等 と 並 列 す る 形 で、 新 た に 「建 築 物 （⼟ 地 に 定 着 し た ⼈ ⼝ 構 
造 物）」 の 外 観 や 内 装 の デ ザ イ ン、 「画 像」 の デ ザ イ ン に つ い て も、 意 匠 の 定 義 に 加 え、 
意 匠 登 録 で き る  よ う に な り ま し た （意 匠 法 2 条 1 項）。 こ れ に よ り、 例 え ば、 喫 茶 店、 レ ス 
ト ラ ン、 美 容 サ ロ ン な ど の 店 舗 や、 オ フィ ス ビ ル、 住 宅、 学 校、 ⼯ 場、 ホ テ ル、 競 技 場、 
美 術 館、 駅 舎、 空 港、 橋 りょ う、 電 波 塔 な ど の 建 築 物 （⼟ ⽊ 建 造 物 を 含 む）・ 商 業 施 設 な 
ど の 外 観 や 内 装 に つ い て も 意 匠 登 録 で き る よ う に な り ま し た。 ま た、 客 船 の 内 装 や、 キャ 
ン ピ ン グ カー の 内 装、 キッ チ ン カー の 内 装、 ホ テ ル の 客 室、 幼 稚 園 の 教 室 な ど の 内 装 に つ 
い て も 意 匠 登 録 で き る よ う に な り ま し た。   

  
  昨 今、 企 業 が  店 舗 の 外 観 や 内 装  に 特 徴 的 な ⼯ 夫 を 凝 ら し て ブ ラ ン ド 価 値 を 創 出 し、 サー 
ビ ス の 提 供 や 製 品 の 販 売 を ⾏ う 事 例 が 増 え て い ま す。 ま た、 近 年、 オ フィ ス 家 具 や 関 連 機 
器 を 扱 う 企 業 が、 ⾃ 社 製 品 を ⽤ い つ つ、 特 徴 的 な オ フィ ス デ ザ イ ン を 設 計 し、 顧 客 に 提 供 
す る 事 例 も ⽣ じ て い ま す。   
  こ う し た デ ザ イ ン に つ い て は、 多 額 の 投 資 を ⾏っ た 上 で 設 計 さ れ る こ と も 多 く、 こ れ が 
容 易 に 模 倣 さ れ る よ う で は、 デ ザ イ ン 投 資 の 収 縮 を 招 く こ と に な り ま す。   
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 そ の た め、  建 築 物 の 外 観 デ ザ イ ン  を 意 匠 権 で 保 護 で き る よ う に、  意 匠 の 定 義 が ⾒ 直 さ れ  ま  
し た。 ま た、 机 や い す 等 複 数 物 品 の 組 み 合 わ せ や 配 置、 壁 や 床 等 の 装 飾 に よ り 構 成 さ れ る 
内 装 デ ザ イ ン  が、 全 体 と し て 統 ⼀ 的 な 美 観 を 起 こ さ せ る 場 合 に は、 ⼀ つ の 意 匠 と し て 意 匠 
登 録 で き る よ う に な り ま し た。   
  

○   ま た、 物 品 に 記 録・ 表 ⽰ さ れ て い な い  画 像 デ ザ イ ン  も 保 護 で き る よ う、 「画 像」 そ の 
も の も 保 護 対 象 と し ま し た。   
  

  意 匠 の 物 品 性 を 必 要 と す る  改 正 前 の 制 度  で は、 画 像 デ ザ イ ン は、 物 品 の 機 能 を 果 た す た 
め に 必 要 と す る  表 ⽰ 画 像  や、 物 品 が 機 能 を 発 揮 で き る 状 態 に す る た め の  操 作 画 像  で あっ 
て、  且 つ こ れ ら の 物 品 ま た は こ れ ら と ⼀ 体 に ⽤ い ら れ る 物 品 に 記 録 さ れ た 画 像 で あ る こ と 
が 必 要 で し た 。   
  し か し、 近 時 は  物 品 性 を 堅 持 す る と 保 護 対 象 と な ら な い 画 像 デ ザ イ ン の 存 在 が 多 く  ⾒ 受 
け ら れ ま す。 ま た、 そ の よ う な  物 品 性 を 離 れ た 画 像 で も そ の 重 要 性 が 叫 ば れ  て お り ま す。 
例 え ば、 ク ラ ウ ド や ネッ ト ワー ク を 通 じ て 表 ⽰ さ れ る Ｇ Ｕ Ｉ （グ ラ フィ カ ル・ ユー ザー・ 
イ ン ター フェー ス） 等 の 画 像 は、 物 品 に 記 録 さ れ て い る も の で は あ り ま せ ん が、 イ ン ター 
ネッ ト の サ イ バー モー ル （仮 想 商 店 街） や ナ ビ ゲー ショ ン サー ビ ス が 発 展 し て お り、 こ う 
し た サー ビ ス の た め の ア プ リ ケー ショ ン や ソ フ ト ウェ ア は、  ク ラ ウ ド 上 に 記 録 さ れ、 ネッ 
ト ワー ク を 通 じ て 消 費 者 や 利 ⽤ 者 に 提 供 さ れ、 重 要 な 役 割  を 担っ て い ま す。   
  ま た、  セ ン サー 技 術 や 投 影 技 術 の 発 展 に よ り、 画 像 の 表 ⽰ 場 所 が 物 品 の 表 ⽰ 部 に 限 定 さ 
れ ず 多 様 化 し、 壁 や ⼈ 体 等 に 投 影 さ れ る 画 像 が 出 現 し、 利 ⽤ 者 は 場 所 に 関 わ り な く Ｇ Ｕ Ｉ 
を 出 現 さ せ、 機 器 を 操 作 す る こ と が 可 能  と なっ て い ま す。   
  こ の よ う な  ク ラ ウ ド 上 の 画 像 や 投 影 画 像 に つ い て は、 多 額 の 投 資 を ⾏っ て 開 発 さ れ る も 
の が 多 く、 イ ノ ベー ショ ン を 促 進 し 企 業 の 競 争 ⼒ を 強 化 す る 観 点 か ら は、 開 発 し た 画 像 の 
デ ザ イ ン に つ い て 独 占 権 を 認 め、 研 究 開 発 投 資 の 回 収 を 容 易 に ⾏ え る よ う に す る こ と が 有 
効  で す。 こ れ ら の も の も  創 作 的 な 価 値 は ⼗ 分  に あ り ま す が、 今 ま で は、 物 品 性 が 要 求 さ れ 
た た め に、 こ れ ら 物 品 を 離 れ た デ ザ イ ン は、 意 匠 登 録 の 対 象 と さ れ ま せ ん で し た。   
  そ こ で、 令 和 元 年 の 意 匠 法 改 正 で は、  「意 匠」 の 定 義 を 変 更  す る こ と に よ り、 こ れ ら の 
物 品 を 離 れ た 画 像 デ ザ イ ン も 保 護 対 象 に す る こ と と し ま し た （意 匠 法 2 条 1 項）。   
  具 体 的 に は、 以 下 の 画 像 を 保 護 対 象 と し ま し た。   
（ａ） 機 器 の  操 作 の ⽤ に 供 さ れ る 画 像   
（ｂ） 機 器 が そ の  機 能 を 発 揮 し た 結 果 と し て 表 ⽰ さ れ る 画 像   
（ｃ） こ れ ら の 画 像 の ⼀ 部 分   
※ 意 匠 法 2 条 1 項 ： こ の 法 律 で 「意 匠」 と は、  物 品  （物 品 の 部 分 を 含 む。 以 下 同 じ。） の 形 状、 模 様 若 し く は ⾊ 彩 若 し く 
は こ れ ら の 結 合 （以 下 「形 状 等」 と い う。）、  建 築 物  （建 築 物 の 部 分 を 含 む。 以 下 同 じ。） の 形 状 等 ⼜ は  画 像  （機 器 の 
操 作  の ⽤ に 供 さ れ る も の ⼜ は 機 器 が そ の 機 能 を 発 揮 し た 結 果 と し て  表 ⽰  さ れ る も の に 限 り、 画 像 の 部 分 を 含 む。 … ） で 
あ つ て、 視 覚 を 通 じ て 美 感 を 起 こ さ せ る も の を い う。   
  
（ 2 ） 関 連 意 匠 制 度 の 拡 充 （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）  
  こ れ ま で は、 関 連 意 匠 の 出 願 可 能 期 間 が 本 意 匠 の 意 匠 公 報 発 ⾏ 前 ま で （本 意 匠 の 出 願 か 
ら 8 か ⽉ 程 度） で し た が、 改 正 に よ り、  基 礎 意 匠 （最 初 に 選 択 し た 本 意 匠） の 出 願 か ら 10 
年 を 経 過 す る ⽇ 前 ま で  と な り ま し た。 ま た、 こ れ ま で は、 関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 意 匠 は 
登 録 で き ま せ ん で し た が、 改 正 に よ り、  関 連 意 匠 に の み 類 似 す る 関 連 意 匠 の 登 録 を 認 め る 
こ と と な り ま し た。   
（関 連 意 匠 の 意 匠 権 の 満 了 ⽇ は、 「本 意 匠 の 出 願 ⽇ か ら 25 年 経 過 し た ⽇」。）   
  ※ な お、 勿 論、 意 匠 法 に 規 定 さ れ た 登 録 要 件 （新 規 性、 創 作 ⾮ 容 易 性） を 満 た す 必 要 が 
あ り ま す。   
  
（ 3 ） 意 匠 権 の 存 続 期 間 （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で 意 匠 権 の 満 了 ⽇ は、 「登 録 ⽇ か ら 20 年 経 過 し た ⽇ ま で」 で し た が、 改 正 に よ 
り、 「 出 願 ⽇ か ら 25 年 経 過 し た ⽇ ま で 」 と な り ま し た。   
  
（ 4 ） 創 作 ⾮ 容 易 性 の ⽔ 準 の 明 確 化 （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
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  こ れ ま で は、 創 作 ⾮ 容 易 性 の 根 拠 と な る 資 料 は 公 然 知 ら れ た も の に 限 ら れ て い ま し た 
が、 改 正 に よ り、 公 然 知 ら れ た か 否 か に 関 わ ら ず、  刊 ⾏ 物 や ウェ ブ サ イ ト 等 に 掲 載  さ れ た 
形 状・ 模 様 等 も 創 作 ⾮ 容 易 性 判 断 の 根 拠 資 料 と す る こ と と な り ま し た。   
  
（ 5 ） 組 物 の 意 匠 の 拡 充 （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 組 物 の 部 分 に つ い て は 意 匠 登 録 が 認 め ら れ ま せ ん で し た が、 改 正 に よ り、 
組 物 の 部 分  に つ い て も 意 匠 登 録 す る こ と が 認 め ら れ る こ と と な り ま し た。   
  
（ 6 ） 間 接 侵 害 の 対 象 拡 ⼤ （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 侵 害 品 を 構 成 部 品 に 分 割 し て 製 造・ 輸 ⼊ 等 す る ⾏ 為 は 意 匠 権 を 侵 害 す る ⾏ 
為 と み な さ れ ま せ ん で し た が、 改 正 に よ り、  悪 意 に よ り 侵 害 品 を 構 成 部 品 に 分 割 し て 製 
造・ 輸 ⼊ 等 す る ⾏ 為  が 意 匠 権 を 侵 害 す る ⾏ 為 と み な さ れ る よ う に な り ま し た。   
  
（ 7 ） 損 害 賠 償 算 定 ⽅ 法 の ⾒ 直 し （令 和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 意 匠 権 を 侵 害 し た と き の 損 害 賠 償 額 か ら 権 利 者 の ⽣ 産・ 販 売 能 ⼒ 等 を 超 え 
る 部 分 が 除 か れ て い ま し た が、 改 正 に よ り、 権 利 者 の ⽣ 産・ 販 売 能 ⼒ 等 を 超 え る 部 分 が 除 
か れ な い こ と に な り ま し た。   
  
（ 8 ） 複 数 意 匠 ⼀ 括 出 願 の 導 ⼊ （令 和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 意 匠 ご と に 願 書 を 作 成 す る 必 要 が あ り ま し た が、 改 正 に よ り、 複 数 の 意 匠 
を ま と め た 願 書 も 作 成 す る こ と が で き る よ う に な り ま す。   
  
（ 9 ） 物 品 区 分 の 扱 い の ⾒ 直 し （令 和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 願 書 に 記 載 す べ き 物 品 の 区 分 の 粒 度 を 「物 品 区 分 表」 に よ り 定 め て い ま し 
た が、 改 正 に よ り、 こ れ を 廃 ⽌ し、 経 済 産 業 省 令 に 「⼀ 意 匠」 の 対 象 と な る 基 準 を 設 け る 
こ と に な り ま す。   
  
（ 10 ） ⼿ 続 救 済 規 定 の 拡 充 （令 和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏）   
  こ れ ま で は、 指 定 期 間 が 経 過 し た 後 や 優 先 期 間 が 経 過 し た 後 の 出 願 等 の 救 済 が 認 め ら れ 
て い ま せ ん で し た が、 改 正 に よ り、 指 定 期 間 が 経 過 し た 後 や 優 先 期 間 が 経 過 し た 後 の 出 願 
等 の 救 済 も 認 め ら れ る こ と に な り ま す。   
                                                                                
以 上   
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